
船舶事故調査報告書 

令和３年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年１２月２０日 １４時１７分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市伯方島大長埼西方沖 

下小丸子島灯台から真方位０２２°１.２海里付近 

（概位 北緯３４°１４.２′ 東経１３３°０４.０′） 

事故の概要  プレジャーボート太炎
たいえん

は、東北東進中、干出岩に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年１月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 太炎、５トン未満（長さ６.８０ｍ） 

 ２７３－９７０２広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ翼及びギアボックスに破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約５０cm、潮汐 高潮時、潮高 約３１０cm（因島） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、釣りを終え

て、広島県尾道市因島三庄町の係留地に向かう目的で約１４ノットの

対地速力で鼻栗瀬戸を北上し、伯方島西方沖を愛媛県上島町岩城島方

面に向けて東北東進中、伯方島大長埼西方沖の干出岩（以下「本件干

出岩」という。）に乗り揚げた。 

船長は、慣れた海域であり、目視のみで十分に航行できると思い、

ＧＰＳプロッターを活用しないで目視により伯方島大長埼西方沖の本

件干出岩に向けて航行していた。 

本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約０.５ｍであった。 

船長は、伯方島大長埼西方沖に本件干出岩があり、いつも海面上に

現れていると思っており、そろそろ同干出岩が現れるころなので沖に

出そうとした頃に乗り揚げたと、本事故後に思った。 

本事故時の潮汐は、高潮時であり、本件干出岩は海面下に没してい

た。 

分析  本船は、高潮時、伯方島西方沖を東北東進する際、船長が、慣れた

海域であり、目視のみで安全に航行でき、また、本件干出岩が常時海

面上に出ていると思い、目視により伯方島大長埼西方沖を航行したこ

とから、本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

 本事故時の潮汐は、高潮時であり、本件干出岩は海面下に没してい

たことから、目視により本件干出岩を確認することはできなかったも

のと推定される。 



原因  本事故は、高潮時、本船が、伯方島西方沖を東北東進する際、船長

が、慣れた海域であり、目視のみで安全に航行でき、また、本件干出

岩が常時海面上に出ていると思い、目視により伯方島大長埼西方沖を

航行したため、本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・慣れた海域であっても、ＧＰＳプロッター等を活用して船位の確

認を十分に行うこと。 

・高潮時においては、干出岩が海面下に没することがあるので留意

すること。 

 


